
　平成19年度の住民税納税通知書の発布時期が間近となりました。
今月は給与所得者のうち特別徴収者（特別徴収義務者である事業所を
経由）の方へ、来月は年金受給者や個人事業者などの普通徴収者の方
へ通知書が送付されます。
昨年末の広報12月号でもお知らせいたしましたが、平成19年から税
源移譲により、所得税と住民税の税率が変わっております。
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住民税と所得税の税率（速算表）♢住民税

♢所得税

※課税所得金額とは、総所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。

課税所得金額

課税所得金額

200万円以下 3％

195万円以下 10％ 5％

10％　－97,500円

20％　－427,500円

23％　－636,000円

33％　－1,536,000円

20％　－330,000円

30％　－1,230,000円

40％　－2,796,000円37％　－2,490,000円

2％
6％ 4％8％200万円超

700万円超

700万円以下

330万円超
695万円以下

195万円超
330万円以下

695万円超
900万円以下

900万円超
1,800万円以下

1,800万円超

－10万円

10％
－24万円

3％
－7万円

平成18年度以前

平成18年度以前 平成19年度以後

住 民 税 道 民 税 住 民 税 道 民 税
平成19年度以後
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モデルケース

住民税 円

・定率減税

・定率減税
所得税

合 計

196,000 住民税 円

円

293,500

円
円

263,000 所得税 165,500

円418,000

円14,700△

△

円 合 計 円459,000円

26,300

平成18年 平成19年

国から
地方へ


